
昭
和
六
十
三
年
文
部
省
令
第
六
号

単
位
制
高
等
学
校
教
育
規
程

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
三
条
、
第
四
十
五
条
第
四
項
、
第
四
十
九
条
及
び
第

八
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
単
位
制
高
等
学
校
教
育
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
第
百
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
学
年
に
よ
る
教
育
課
程
の
区
分
を
設
け
な
い
全
日
制
の
課
程
、
定
時
制
の
課
程
及
び
通
信
制
の
課
程

（
以
下
「
単
位
制
に
よ
る
課
程
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
同
令
の
特
例
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。

（
入
学
者
の
選
抜
の
方
法
）

第
二
条
　
単
位
制
に
よ
る
課
程
の
う
ち
定
時
制
の
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程
で
あ
る
も
の
に
係
る
入
学
者
の
選
抜
の

方
法
は
、
当
該
単
位
制
に
よ
る
課
程
を
置
く
高
等
学
校
の
設
置
者
が
定
め
る
。

（
入
学
及
び
卒
業
の
時
期
）

第
三
条
　
単
位
制
に
よ
る
課
程
に
つ
い
て
は
、
教
育
上
支
障
が
な
い
と
き
は
、
学
期
の
区
分
に
従
い
、
生
徒
を
入
学

さ
せ
、
又
は
卒
業
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
編
入
学
）

第
四
条
　
単
位
制
に
よ
る
課
程
に
係
る
編
入
学
は
、
相
当
年
齢
に
達
し
、
相
当
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者
に

つ
い
て
、
相
当
の
期
間
を
在
学
す
べ
き
期
間
と
し
て
、
こ
れ
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
転
入
学
）

第
五
条
　
単
位
制
に
よ
る
課
程
に
係
る
転
学
又
は
転
籍
は
、
修
得
し
た
単
位
及
び
在
学
し
た
期
間
に
応
じ
て
、
相
当

の
期
間
を
在
学
す
べ
き
期
間
と
し
て
、
こ
れ
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
科
目
の
開
設
等
）

第
六
条
　
単
位
制
に
よ
る
課
程
を
置
く
高
等
学
校
に
お
い
て
は
、
高
等
学
校
教
育
の
機
会
に
対
す
る
多
様
な
要
請
に

こ
た
え
る
た
め
、
多
様
な
科
目
を
開
設
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
単
位
制
に
よ
る
課
程
の
う
ち
定
時
制
の
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程
で
あ
る
も
の
を
置
く
高
等
学
校
に
お
い
て

は
、
高
等
学
校
教
育
の
機
会
に
対
す
る
多
様
な
要
請
に
こ
た
え
る
た
め
、
複
数
の
時
間
帯
又
は
特
定
の
時
期
に
お

け
る
授
業
の
実
施
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
過
去
に
在
学
し
た
高
等
学
校
に
お
い
て
修
得
し
た
単
位
）

第
七
条
　
単
位
制
に
よ
る
課
程
を
置
く
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
）
の
校
長
は
、
当
該
単

位
制
に
よ
る
課
程
の
生
徒
が
過
去
に
在
学
し
た
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
）
に
お
い
て

単
位
を
修
得
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
修
得
し
た
単
位
数
を
当
該
単
位
制
に
よ
る
課
程
を
置
く
高
等
学
校
（
中
等

教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
）
が
定
め
た
全
課
程
の
修
了
を
認
め
る
に
必
要
な
単
位
数
の
う
ち
に
加
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
休
業
日
）

第
八
条
　
公
立
高
等
学
校
の
単
位
制
に
よ
る
課
程
の
う
ち
定
時
制
の
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程
で
あ
る
も
の
に
係
る

休
業
日
は
、
当
該
高
等
学
校
を
設
置
す
る
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
教
育
委
員
会
（
公
立
大
学
法
人
（
地
方
独
立

行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設
置
す
る
高
等
学
校
に
あ
つ
て
は
、
当
該
公
立
大
学
法
人
の
理
事
長
）
が
定
め

る
。

（
科
目
履
修
生
）

第
九
条
　
単
位
制
に
よ
る
課
程
の
う
ち
定
時
制
の
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程
で
あ
る
も
の
を
置
く
高
等
学
校
に
お
い

て
は
、
当
該
単
位
制
に
よ
る
課
程
の
聴
講
生
と
し
て
特
定
の
科
目
を
履
修
す
る
者
（
以
下
「
科
目
履
修
生
」
と
い

う
。
）
に
対
し
、
多
様
な
教
育
の
機
会
の
確
保
に
つ
い
て
配
慮
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
単
位
制
に
よ
る
課
程
の
う
ち
定
時
制
の
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程
で
あ
る
も
の
を
置
く
高
等
学
校
の
校
長
は
、

当
該
単
位
制
に
よ
る
課
程
の
生
徒
が
当
該
高
等
学
校
に
入
学
す
る
前
に
科
目
履
修
生
と
し
て
特
定
の
科
目
を
履
修

し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
科
目
履
修
生
と
し
て
の
履
修
を
当
該
入
学
し

た
高
等
学
校
に
お
け
る
履
修
と
み
な
し
、
そ
の
成
果
に
つ
い
て
単
位
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
情
報
の
公
表
）

第
十
条
　
単
位
制
に
よ
る
課
程
を
置
く
高
等
学
校
の
設
置
者
は
、
当
該
高
等
学
校
が
単
位
制
に
よ
る
課
程
を
置
く
も

の
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
単
位
制
に
よ
る
課
程
の
う
ち
全
日
制
の
課
程
又
は
定
時
制
の
課
程
で
あ
る
も
の
を
置
く
高
等
学
校
の
設
置
者

は
、
当
該
高
等
学
校
の
単
位
制
に
よ
る
課
程
に
係
る
教
育
課
程
に
関
す
る
情
報
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
明
示
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
公
表
は
、
刊
行
物
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
利
用
そ
の
他
広
く
周
知
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
三
月
一
〇
日
文
部
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
一
月
一
七
日
文
部
省
令
第
三
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
二
月
二
五
日
文
部
科
学
省
令
第
四
〇
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
文
部
科
学
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
文
部
科
学
省
令
第
一
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
七

十
九
条
の
六
第
二
項
及
び
第
百
八
条
第
一
項
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
一
条
中
学
校
教
育
法
施
行
規
則

第
九
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
第
百
条
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
三
条
中
高
等
学

校
通
信
教
育
規
程
第
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
六
条
の
規
定
は
令
和
三
年
四

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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